
 
 

 

一 

 
 

 

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
行
政
書
士
の
使
命
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
こ
の
法
律
は
、
行
政
書
士
の
制
度
を
定
め
、
そ
の
業

務
の
適
正
を
図
る
こ
と
に
よ
り
」
を
「
行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
」
に
、
「
目
的
」
を
「
使
命
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
四
を
第
一
条
の
五
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
作
成
し
た
」
を
「
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
四
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
一
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
業
務
）
」
を
付
す
る
。 

 

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
職
責
） 

第
一
条
の
二 

行
政
書
士
は
、
常
に
品
位
を
保
持
し
、
業
務
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
に
精
通
し
て
、
公
正
か
つ
誠
実
に
そ
の

業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

行
政
書
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
を
踏
ま
え
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
そ
の
他

の
取
組
を
通
じ
て
、
国
民
の
利
便
の
向
上
及
び
当
該
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

二 

 
第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
誠
実
に
そ
の
業
務
を
行
な
う
と
と
も
に
」
を

削
る
。 

 

第
十
三
条
の
三
中
「
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
六
中
「
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
及
び
第
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
十
七
の
見
出
し
中
「
の
義
務
」
を
削
り
、
同
条
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
、
第
一
条
の
二
、
第
八
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
八
条
の
二
第
二
号
中
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
他
人
の
依
頼
を
受
け
い
か
な
る
名
目
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
報
酬
を
得
て
」
を
加

え
、
「
第
一
条
の
二
」
を
「
第
一
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」
を
「
行
政
書
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
が
、
日
本
行
政
書



 
 

 

三 

士
会
連
合
会
に
対
し
、
そ
の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
行
政
書
士
名
簿
に
登
録
さ
せ
た
と
き
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を

削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
一
条
の
二 

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又

は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
四
中
「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
二
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と

き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
三
条
の
三
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
前
条
」
に
、

「
同
条
の
刑
」
を
「
各
本
条
の
罰
金
刑
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
項
中
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

 
 

 

四 

 
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
項
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
」
を
削
り
、
「
第
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
一
条
の
三
第
二
項
」
に
改

め
る
。 

 

（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

別
表
第
二
条
第
二
項
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
者
の
項
中
「
第
一
条
の
二
、
第
一
条
の
三
」
を
「
第
一
条
の
三
、
第
一
条
の

四
」
に
改
め
る
。



 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

近
時
の
行
政
書
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
行
政
書
士
の
使
命
及
び
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
を
設
け

る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
書
士
が
行
政
庁
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
手
続
に
つ
い
て
代
理
し
、
及
び
そ
の
手
続
に
つ
い
て
官
公

署
に
提
出
す
る
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
を
拡
大
す
る
ほ
か
、
行
政
書
士
又
は
行
政
書
士
法
人
で
な
い
者
に
よ
る

業
務
の
制
限
違
反
等
に
対
し
て
両
罰
規
定
を
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


